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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソフトハンドオーバーの最中に、移動通信システムにおける機能強化された専用チャネ
ルのスケジューリングを制御するためのアクセスポイントを決定するべく、ターゲットス
ケジューリングアクセスポイントを選択することと、
　ソーススケジューリングアクセスポイントにスケジューリングの停止命令を送信するこ
とにより、前記ソーススケジューリングアクセスポイントを停止することと、
　前記ターゲットスケジューリングアクセスポイントへスケジューリングの開始命令を送
信することと、
　スケジューリングの変更または更新の完了に応答して、更新通知メッセージを受信する
ことと、
を備え、ただし、前記更新通知メッセージは、前記ソーススケジューリングアクセスポイ
ントから前記ターゲットスケジューリングアクセスポイントへの切り替えの通知を含む、
方法。
【請求項２】
　スケジューリングのためにより適切なアクセスポイントを決定することと、前記ターゲ
ットアクセスポイントとしてこのようなアクセスポイントを選択することとをさらに備え
る、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ソーススケジューリングアクセスポイントから前記ターゲットスケジューリングア
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クセスポイントへ情報を提供することをさらに備える、請求項１または請求項２に記載の
方法。
【請求項４】
　非選択のアクセスポイントにそれらが非選択状態であると通知することをさらに含む、
請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　ターゲットスケジューリングアクセスポイントを選択する前記ことは、アクセスコント
ローラにおいて、ユーザ装置との最強のアップリンクまたはダウンリンク接続を有するア
クセスポイントを決定することを備える、請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記更新通知メッセージはアクセスコントローラで受信される、請求項１から５のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項７】
　ソフトハンドオーバーの最中に、移動通信システムにおける機能強化された専用チャネ
ルがセットアップされることを検出することと、
　前記機能強化された専用チャネルのスケジューリングを制御するためのスケジューリン
グアクセスポイントを選択することと、
　前記スケジューリングアクセスポイントを開始することと、
　スケジューリングの変更または更新の完了に応答し、更新通知メッセージを受信するこ
とと、
を含み、ただし、前記更新通知メッセージは、前記ソーススケジューリングアクセスポイ
ントから前記ターゲットスケジューリングアクセスポイントへの切り替えの通知を含む、
方法。
【請求項８】
　機能強化された専用チャネルのセットアップを検出する前記ことは、アクセスコントロ
ーラからこのようなセットアップの通知を受け取ることを備える、請求項７に記載の方法
。
【請求項９】
　前記選択されたスケジューリングアクセスポイントは、ソーススケジューリングアクセ
スポイントであり、前記方法は、ターゲットスケジューリングアクセスポイントを選択す
ることと、前記ソーススケジューリングアクセスポイントを停止することと、前記ターゲ
ットスケジューリングアクセスポイントを開始することと、をさらに備える、請求項７ま
たは請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　ターゲットスケジューリングアクセスポイントを選択する前記ことは、前記ソーススケ
ジューリングアクセスポイントよりもスケジューリングのためにより適切なアクセスポイ
ントを決定することを備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　ターゲットスケジューリングアクセスポイントを選択する前記ことは、アクセスコント
ローラからターゲットスケジューリングアクセスポイントの通知を受け取ることを含む、
請求項９あるいは請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記更新通知メッセージは、アクセスコントローラで受信される、請求項７から１１の
いずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　ソフトハンドオーバーの最中に、移動通信システムにおける機能強化された専用チャネ
ルのスケジューリングを制御するためのアクセスポイントを決定するべく、ターゲットス
ケジューリングアクセスポイントを選択する選択手段と、
　ソーススケジューリングアクセスポイントにスケジューリングの停止命令を送信するこ
とにより、前記ソーススケジューリングアクセスポイントを停止する抑制手段と、
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　前記ターゲットスケジューリングアクセスポイントへスケジューリングの開始命令を送
信する開始手段と、
　スケジューリングの変更または更新の完了に応答して、前記対象となるアクセスポイン
トから更新通知メッセージを受信する受信手段と、
を備え、ただし、前記更新通知メッセージは、前記ソーススケジューリングアクセスポイ
ントから前記ターゲットスケジューリングアクセスポイントへの切り替えの通知を含む、
装置。
【請求項１４】
　前記方法は、前記スケジューリングのためのより適切なアクセスポイントを決定し、前
記対象となるアクセスポイントとしてこのようなアクセスポイントを選択することを備え
る、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記ソーススケジューリングアクセスポイントから前記ターゲットスケジューリングア
クセスポイントへ情報を提供するように適合させた手段をさらに備える、請求項１３また
は請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　非選択状態のアクセスポイントにそれらが非選択状態であることを通知するための手段
をさらに含む、請求項１３から１５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１７】
　ターゲットスケジューリングアクセスポイントを選択するための前記手段は、ユーザ装
置と最も強いアップリンクまたはダウンリンク接続を有するアクセスポイントを決定する
ための手段を備える、請求項１３から１６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１８】
　前記アクセスポイントはＵＭＴＳシステムのノードＢを備える、請求項１３から１７の
いずれか一項に記載の装置。
【請求項１９】
　ＵＭＴＳシステムの無線ネットワークコントローラを備える、請求項１３から１８のい
ずれか一項に記載の装置。
【請求項２０】
　前記アクセスポイントへの信号伝達は、ＲＮＳＡＰ／ＮＢＡＰメッセージを備える、請
求項１３から１９のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２１】
　前記アクセスポイントへの信号伝達は、ＤＬ　ＦＰメッセージを備える、請求項１３か
ら２０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２２】
　少なくとも一つのアクセスコントローラおよび複数のアクセスポイントを含む移動通信
システムであって、前記少なくとも一つのアクセスコントローラは、
　ソフトハンドオーバーの最中に、移動通信システムにおける機能強化された専用チャネ
ルのスケジューリングを制御するべくターゲットスケジューリングアクセスポイントを選
択し、
　ソーススケジューリングアクセスポイントにスケジューリングの停止命令を送信するこ
とにより、前記ソーススケジューリングアクセスポイントを停止し、
　前記ターゲットスケジューリングアクセスポイントへスケジューリングの開始命令を送
信し、
　前記スケジューリングアクセスポイントは、前記アクセスポイントにおけるスケジュー
リングの更新に応答して、前記アクセスコントローラへスケジューリングの更新を送信す
るように適合される、
ように構成され、ただし、前記スケジューリングの更新は、前記ソーススケジューリング
アクセスポイントから前記ターゲットスケジューリングアクセスポイントへの切り替えの
通知を含む、移動通信システム。
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【請求項２３】
　前記アクセスコントローラは、前記複数のアクセスポイントの残りに、スケジューリン
グについて非選択状態であることを通知するための手段をさらに備える、請求項２２に記
載の移動通信システム。
【請求項２４】
　ＵＭＴＳシステムを備え、前記少なくとも一つのアクセスコントローラは、無線ネット
ワークコントローラであり、前記複数のアクセスポイントはノードＢである、請求項２２
から２３のいずれか一項に記載の移動通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信システム内のアップリンクチャネルでの送信制御、特に、UMTSシステム
内の機能強化された専用チャネルに関するが、これに限定されない。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信システムは、ユーザ端末がシステム機能性にアクセスできるようにアクセスネ
ットワークが提供されるシステムの例である。
【０００３】
　汎用移動通信システム（Universal Mobile Telecommunication System; UMTS）におい
て、無線アクセスネットワークは、通常、ユーザ装置が移動通信システムコアネットワー
クにアクセスできるようにする。通常、ユーザ装置は無線インターフェースを介して複数
のノードB（より一般的にはユーザ装置が接続を確立するネットワークアクセスポイント
）を含むアクセスネットワークと通信する。それぞれのノードBは一つ以上の無線ネット
ワークコントローラ、またはより一般のネットワークアクセスコントローラに接続される
。
【０００４】
　UMTSシステムには、ノードBを介したユーザ装置から無線ネットワークコントローラへ
のアップリンクトラフィックのために、専用チャネル（Dedicated Channel; DCH）が備え
られている。このチャネルのために、フレーム送信間隔が定義されている。一般的な、そ
してこれまでのところ最短の専用チャネルのフレーム送信間隔は10msである。
【０００５】
　第3世代パートナーシップ・プロジェクト、仕様作成グループ無線アクセスネットワー
ク（3rd Generation Partnership Project, Technical Specification Group Radio Acce
ss Network; 3GPP TSG-RAN）では、高速アップリンクパケットアクセス（High Speed Upl
ink Packet Access; HSUPA）が提案されている。これは、機能強化された専用チャネルE-
DCHを含む、機能強化された周波数分割双方向（Frequency Division Duplex; FDD）アッ
プリンクとして、3GPPでも知られている。この提案は、3GPP TR25.896で文書化されてい
る。提案されたE-DCHの特性は、10msに加えて、2msのより短いフレーム送信間隔を提供す
るものである。E-DCHがソフトハンドオーバー（Soft Handover; SHO）をサポートするも
のかどうかがさらに検討されてきた。
【０００６】
　より具体的には、3GPPにおいて、ノードB間のソフトハンドオーバー（Soft Handover; 
SHO）の間のE-DCHのためのノードB制御スケジューリングのサポートが、現在検討されて
いる。SHOの最中におけるE-DCHのための制御スケジューリングのための多くの提案が検討
された。類似領域での従来技術の構成では、UEがスケジューリングノードBを決定し、ア
ップリンクにおいてその情報をUEのアクティブセット内のノードBに伝えるようにされて
いる。　
【０００７】
　作動中、それぞれのUEは、そのUEが接続するまたは潜在的に接続する可能性のある一つ
以上のセルを表す、いわゆるアクティブセットを有する。アクティブセットは、UEが接続
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されるどんなセルも、また既知の専門用語で、UEが接続するのに適している可能性のある
どんな候補セルも、含むものと考えてもよい。UEアクティブセット内のそれぞれのセルは
、ノードBと関連している。従って、UEのアクティブセットは、一つ以上のノードBと対応
してもよい。
【０００８】
　ノードB間SHOの最中におけるE-DCHのためのノードB制御スケジューリングのための一つ
の検討中のアプローチとして、UEアクティブセット内で一つ以上のセルを制御しているす
べてのノードBが、SHOの最中にスケジューリングを実行することが検討されてきた。
【０００９】
　さらなるアプローチでは、最良のアップリンクまたはダウンリンクセルを制御している
ノードBだけが、SHOの最中にスケジューリングを実行することが検討された。このアプロ
ーチでは、スケジューリングを実行するために、ノードB間のスイッチングが必要である
。すなわち、ノードB間の SHOの最中に、現在スケジューリングを実行しているノードB（
ソーススケジューリングノードBと定義される）と、次にスケジューリングを実行するノ
ードB（ターゲットスケジューリングノードBと定義される）との間のスイッチングが必要
である。ノードB間SHOの最中に E-DCHがセットアップされている場合は、スケジューリン
グを実行し始めるノードBがそれを把握しなければならない。一方、スケジューリングを
実行しないノードBはそれを把握している方がよい。さらに、スケジューリングに関連す
る情報は、関係するノードB間で同期される必要がある可能性がある。
【００１０】
　またさらなるアプローチでは、SHOの最中に、スケジューリングを実行しないことも提
案されている。
【非特許文献１】3GPP TR25.896
【発明の開示】
【００１１】
　UMTSシステム内において、SHOの最中に、E-DCHのためにネットワークアクセスを確立ま
たは変更するための改善された技術を少なくとも提供することが本発明の目的である。
【００１２】
　第一の側面では、本発明は通信システムにおける特性を制御するためのアクセスポイン
トを決定する方法であって、制御アクセスポイントとなるアクセスポイントを決定するス
テップと、前記制御アクセスポイントにおいて制御を開始するステップと、を備える方法
を提供する。前記方法は好ましくは、ソフトハンドオーバーの間、移動通信システム内の
機能強化された専用チャネルにおいてスケジュールを制御するためのものであり、前記決
定されたアクセスポイントはスケジューリングアクセスポイントである。
【００１３】
　従って、前記第一の側面は好ましくは、ソフトハンドオーバーの間、移動通信システム
内の機能強化された専用チャネルにおいてスケジュールを制御するためのアクセスポイン
トを決定する方法を提供し、前記方法は、スケジューリングアクセスポイントとなるアク
セスポイントを決定するステップと、前記スケジューリングアクセスポイントにおいて制
御を開始するステップとを含む。
【００１４】
　前記アクセスポイントを決定する前記ステップは複数のアクセスポイントから一つのア
クセスポイントを選択するステップを含んでもよい。前記方法は、前記制御アクセスポイ
ントとして選択された前記アクセスポイント以外のいかなるアクセスポイントにおいても
制御を抑制するステップをさらに含んでもよい。制御を抑制する前記ステップは前記アク
セスポイントに非選択状態であることを通知する前記ステップを含んでもよい。制御アク
セスポイントとなるアクセスポイントを決定する前記ステップは、既存の制御アクセスポ
イントを置き換えるために新規アクセスポイントを選択するステップを含んでもよく、前
記方法は、前記既存のコントロールアクセスポイントを抑制する前記ステップをさらに含
む。制御アクセスポイントとなるアクセスポイントを決定する前記ステップは、既存の制
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御アクセスポイントよりも、制御するためにより適切なアクセスポイントの検出に応答し
てもよい。より適切なアクセスポイントの前記検出は、アクセスコントローラによって行
われてもよい。制御アクセスポイントとなるアクセスポイントを決定する前記ステップは
、ソフトハンドオーバーの間、機能強化された専用チャネルの開始に応答してもよい。前
記方法は、スケジューリングの更新または変更に応答して、前記アクセスポイントからア
クセスコントローラへの更新通知を送信するステップをさらに含んでもよい。
【００１５】
　さらなる側面では、ソフトハンドオーバーの最中に移動通信システムにおける機能強化
された専用チャネルのスケジューリングを制御するためのアクセスポイントを決定する方
法であって、アクセスポイントはソーススケジューリングアクセスポイントとして構成さ
れ、前記方法はターゲットスケジューリングアクセスポイントを選択するステップと、前
記ソーススケジューリングアクセスポイントを停止するステップと、前記ターゲットスケ
ジューリングアクセスポイントを開始するステップとを含む方法が提供される。
【００１６】
　前記方法は、スケジューリングのためにより適切なアクセスポイントを決定するステッ
プと、前記ターゲットアクセスポイントとしてこのようなアクセスポイントを選択するス
テップとを含んでもよい。前記方法は、前記ソーススケジューリングアクセスポイントか
ら前記対象となるアクセスポイントへ情報を提供するステップをさらに含んでもよい。前
記方法は、非選択のアクセスポイントにそれらが非選択状態であると通知するステップを
さらに含んでもよい。ターゲットスケジューリングアクセスポイントを選択する前記ステ
ップは、アクセスコントローラにおいて、ユーザ装置との最強のアップリンクまたはダウ
ンリンク接続を有するアクセスポイントを決定するステップを含んでもよい。前記対象と
なるアクセスポイントは、スケジューリングの変更または更新の完了に応答して、更新メ
ッセージを送信してもよい。前記更新メッセージはアクセスコントローラへ送信されても
よい。
【００１７】
　さらなる側面では、ソフトハンドオーバーの最中に移動通信システムにおいて機能強化
された専用チャネルのスケジューリングを制御するためのアクセスポイントを決定する方
法であって、機能強化された専用チャネルのセットアップを検出するステップと、スケジ
ューリングアクセスポイントを選択するステップと、スケジューリングアクセスポイント
を開始するステップとを含む方法が提供される。
【００１８】
　機能強化された専用チャネルのセットアップを検出する前記ステップは、アクセスコン
トローラからこのようなセットアップの通知を受け取るステップを含んでもよい。前記選
択されたスケジューリングアクセスポイントは、ソーススケジューリングアクセスポイン
トであってもよく、前記方法は、ターゲットスケジューリングアクセスポイントを選択す
るステップと、前記ソーススケジューリングアクセスポイントを停止するステップと、前
記ターゲットスケジューリングアクセスポイントを開始するステップとをさらに含む。タ
ーゲットスケジューリングアクセスポイントを選択する前記ステップは、前記ソーススケ
ジューリングアクセスポイントよりもスケジューリングするためにより適切なアクセスポ
イントを決定するステップを含んでもよい。ターゲットスケジューリングアクセスポイン
トを選択する前記ステップは、アクセスコントローラからターゲットスケジューリングア
クセスポイントの通知を受け取るステップを含んでもよい。前記スケジューリングアクセ
スポイントは、スケジューリングの変更または更新の完了に応答して、更新メッセージを
送信してもよい。前記更新メッセージは、アクセスコントローラへ送信されてもよい。
【００１９】
　さらなる側面では、ソフトハンドオーバーの最中に移動通信システムにおいて機能強化
された専用チャネルのスケジューリングを制御するためのアクセスポイントを機能させる
方法であって、アクセスポイントにおいて情報のスケジューリングの更新に応答して、前
記アクセスポイントが接続されているアクセスコントローラに通知するステップを含む方
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法が提供される。
【００２０】
　前記アクセスポイントは好ましくは、UMTSシステムのノードBを備える。前記アクセス
コントローラは好ましくは、UMTSシステムの無線ネットワークコントローラを備える。前
記アクセスポイントへの信号伝達は、RNSAP/NBAPメッセージを備えてもよい。前記アクセ
スポイントへの信号伝達は、DL、FPメッセージを備えてもよい。
【００２１】
　本発明は、通信システムにおける特性を制御するためのアクセスポイントを決定するよ
う構成されたアクセスコントローラをさらに提供し、前記アクセスコントローラは、制御
アクセスポイントとなるアクセスポイントを決定するための決定手段と、前記制御アクセ
スポイントにおいて制御を開始するための開始手段と、を含む。
【００２２】
　前記アクセスポイントは、ソフトハンドオーバーの最中に移動通信システムにおいて機
能強化された専用チャネルでのスケジューリングを制御するよう構成されてもよく、前記
決定されたアクセスポイントはスケジューリングアクセスポイントである。
【００２３】
　前記アクセスコントローラは、複数のアクセスポイントから前記アクセスポイントを選
択または決定するための選択手段を含んでもよい。
【００２４】
　前記アクセスコントローラは、前記制御アクセスポイントとして選択されたアクセスポ
イント以外のいかなるアクセスポイントにおいても制御を抑制するための手段をさらに含
んでもよい。
【００２５】
　前記制御を抑制する手段は、前記アクセスポイントに非選択状態であることの通知を送
信する手段を含んでもよい。前記アクセスコントローラは、既存の制御アクセスポイント
と置き換える新規アクセスポイントを選択する手段をさらに含み、前記既存の制御アクセ
スポイントを抑制する手段をさらに含む。制御アクセスポイントとなるアクセスポイント
を決定する前記手段は、既存の制御アクセスポイントよりも制御するためにより適切なア
クセスポイントを検出するための手段に応答してもよい。制御アクセスポイントとなるア
クセスポイントを決定する前記手段は、ソフトハンドオーバーの間、機能強化された専用
チャネルを開始するための手段に応答してもよい。前記アクセスコントローラは、スケジ
ューリングの更新または変更に応答して、前記アクセスポイントからの更新通知を受け取
る手段をさらに含んでもよい。
【００２６】
　ソフトハンドオーバーの最中に移動通信システムにおいて機能強化された専用チャネル
のスケジューリングを制御するためのアクセスポイントを決定するためのアクセスコント
ローラであって、アクセスポイントがソーススケジューリングアクセスポイントとして構
成され、前記アクセスコントローラは、ターゲットスケジューリングアクセスポイントを
選択する選択手段と、前記ソーススケジューリングアクセスポイントを停止するための抑
制手段と、前記ターゲットスケジューリングアクセスポイントを開始するための開始手段
と、を含むアクセスコントローラが開示される。
【００２７】
　前記アクセスコントローラは、スケジューリングのためにより適切なアクセスポイント
を決定する手段と、前記対象となるアクセスポイントとしてこのようなアクセスポイント
を選択する手段と、を含んでもよい。前記アクセスコントローラは、前記ソーススケジュ
ーリングアクセスポイントから前記ターゲットスケジューリングアクセスポイントへ情報
を提供するように適合させた手段をさらに含んでもよい。前記アクセスコントローラは、
前記非選択状態のアクセスポイントにそれらが非選択状態であることを通知する手段をさ
らに含んでもよい。ターゲットスケジューリングアクセスポイントを選択するための前記
手段は、ユーザ装置との最強のアップリンクまたはダウンリンク接続を有するアクセスポ
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イントを決定するための手段を含んでもよい。前記アクセスコントローラは、スケジュー
リングの変更または更新の完了に応答して、前記対象となるアクセスポイントからの更新
を受け取るための手段を含んでもよい。
【００２８】
　ソフトハンドオーバーの最中に移動通信システムにおいて機能強化された専用チャネル
のスケジューリングを制御するためのアクセスポイントを決定するように適合させたアク
セスコントローラであって、機能強化された専用チャネルのセットアップを検出するため
の検出手段と、スケジューリングアクセスポイントを選択するための選択手段と、前記ス
ケジューリングアクセスポイントを開始するための開始手段と、を含むアクセスコントロ
ーラがさらに提供される。
【００２９】
　前記機能強化された専用チャネルのセットアップを検出するための前記手段は、アクセ
スコントローラからのそのようなセットアップの通知を受け取るための手段を含んでもよ
い。前記選択されたスケジューリングアクセスポイントは、ソーススケジューリングアク
セスポイントであってもよく、前記コントローラは、ターゲットスケジューリングアクセ
スポイントを選択するための選択手段と、前記ソーススケジューリングアクセスポイント
を停止するための抑制手段と、前記ターゲットスケジューリングアクセスポイントを開始
するための開始手段と、をさらに含む。ターゲットスケジューリングアクセスポイントを
決定するための前記手段は、前記ソーススケジューリングアクセスポイントよりもスケジ
ューリングを行うためにより適切なアクセスポイントを決定するための手段を含んでもよ
い。前記アクセスコントローラは、スケジューリングの変更や更新の完了に応答して、更
新メッセージを受け取るための受け取り手段をさらに含んでもよい。
【００３０】
　ソフトハンドオーバーの最中に移動通信システムにおいて機能強化された専用チャネル
のスケジューリングを制御するためのアクセスポイントであって、前記アクセスポイント
は、前記アクセスポイントでのスケジューリング情報の更新に応答して、前記アクセスポ
イントが接続されているアクセスコントローラに通知するための通知手段を含む、アクセ
スポイントがさらに開示される。
【００３１】
　前記アクセスポイントはUMTSシステムのノードBを備えてもよい。前記アクセスコント
ローラは、UMTSシステムの無線ネットワークコントローラを備えてもよい。前記アクセス
ポイントへの信号伝達は、RNSAP/NBAPメッセージを備えてもよい。前記アクセスポイント
への信号伝達は、DL FPメッセージを備えてもよい。
【００３２】
　さらなる側面では、本発明は、少なくとも一つのアクセスコントローラおよび複数のア
クセスポイントを含む移動通信システムであって、前記少なくとも一つのアクセスコント
ローラは、機能強化された専用チャネルのスケジューリングを制御するための前記複数の
アクセスポイントの一つを決定するよう構成され、前記アクセスコントローラは、制御ア
クセスポイントとなるアクセスポイントを決定するための決定手段と、前記制御アクセス
ポイントおいて前記制御を開始するための開始手段と、を含む移動通信システムを提供す
る。
【００３３】
　前記アクセスコントローラは、スケジューリングのために前記複数のアクセスポイント
の残りに非選択状態であることを通知するための手段をさらに含んでもよい。
【００３４】
　前記スケジューリングアクセスポイントは、前記アクセスポイントにおけるスケジュー
リングの更新に応答して、前記アクセスコントローラへスケジューリングの更新を送信す
るよう適合させてもよい。
【００３５】
　前記移動通信システムは、前記少なくとも一つのアクセスコントローラが、無線ネット
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ワークコントローラであり、前記複数のアクセスポイントがノードBである、UMTSシステ
ムであってもよい。
【好適な実施形態の詳細な説明】
【００３６】
　これから一例として添付図面を参照しながら、本発明を説明する。
【００３７】
　特定の例としてのシナリオを参照し、本発明を説明する。特に、汎用移動通信システム
（Universal Mobile Communication Telecommunications System; UMTS）の要素に関して
本発明を説明する。
【００３８】
　図1では、本発明の実施形態を理解する上で必要となるUMTSシステムの典型的な要素を
示す。UMTSシステムの実装は、当業者にとっては既知である。システム自体はここでは詳
細に説明しないが、本発明を理解するために必要な要素に関してのみ示し、説明する。
【００３９】
　図1を参照して、UMTSシステム例は、通常、移動スイッチングセンター（Mobile Switch
ing Centre; MSC）102、サービングGPRSサポートノード（Serving GPRS Support Node; S
GSN）104、複数の無線ネットワークコントローラ（Radio Network Controllers; RNC）10
6a、106b、106c、複数のノードB108a、108b、108c、および少なくとも一つのユーザ装置
（User Equipment; UE）110を含む。
【００４０】
　実際には、MSCサーバー（MSC Server; MSS）およびメディアゲートウェイ（Media Gate
way; MGW）によってMSCの機能性を提供してもよい。
【００４１】
　当技術分野で既知のように、少なくとも一つのユーザ装置は、ノードB、例えばノードB
108aの一つと、Uuインターフェースとして3GPP UMTSシステムで知られる無線インターフ
ェース112を介して接続する。
【００４２】
　それぞれのノードBは、Iubインターフェースを介して、少なくとも一つのRNCに接続さ
れる。RNC106bは、Iubインターフェース118aおよび118bを介してそれぞれノードB108aお
よび108bに、また場合により一つ以上のその他のノードBに接続する。RNC106cは、Iubイ
ンターフェース122aを介してノードB108cに、またインターフェース122bのような一つ以
上のその他のIubインターフェース一を介して、一つ以上のその他のノードBに接続する。
RNC106aは、インターフェース120aのような一つ以上のIubインターフェースを介して、一
つ以上のノードBに接続する。当技術分野で既知のように、様々なRNCは様々なノードBに
接続してもよい。
【００４３】
　RNCそれ自体は、Iurインターフェースを介して相互に接続される。図1は、RNC106aは、
Iurインターフェース130aを介してRNC106bに接続され、RNC106bは、Iurインターフェース
130bを介してRNC106cに接続されることを示している。RNC106aおよび106cは同様に、Iur
インターフェースを介して相互に接続されてもよい。様々なRNCは、Iurインターフェース
を介して相互に接続されてもよい。
【００４４】
　UMTS内のそれぞれのRNCは、Iuインターフェースを介して、一つ以上のMSCまたはSGSNに
接続される。図1の例では、MSC102は、それぞれIuインターフェース114aおよび114bを介
して、RNC106aおよび106bに接続され、SGSN104は、Iuインターフェース114a、114bおよび
114cをそれぞれ介して、RNC106a、106bおよび106cに接続される。
【００４５】
　それは、新規の機能強化されたDCHアップリングトランスポートチャネルに対して、3GP
P TSG-RAN内で提案された。DCHアップリングトランスポートチャネルは、ユーザ装置から
無線インターフェースUu内のノードBへトラフィックを運び、また、ノードBからRNCへの
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トラフィックやRNC間のトラフィックをIubインターフェースまたはIUrインターフェース
を介して運ぶためのチャネルである。本発明の実施形態は、機能強化されたDCHを支援す
るための様々な改善および機能強化を提供する。
【００４６】
　機能強化された専用チャネルの二つの基本的特徴のうちの一つは、ノードBはそれ自身
のデータレートをスケジュールすることができることである。E-DCHはアップリンク内に
存在し、ノードBはE-DCHのデータレートを制御できる。アップリンクDCHデータレートはR
NCによって制御またはスケジュールされる。しかしながら、このE-DCHにおいては、ノー
ドBに与えられた制御機能は、ノードBに、セルのアップリンク負荷の利用態様を制御する
ことを可能とし、何人かのユーザにはより高いデータレートを、また何人かのユーザには
より低いデータレートを割り当てることができ、また割り当てたレートを高速に変更でき
る。
【００４７】
　UEが複数のノードBを伴うソフトハンドオーバー状態である場合、E-DCHのためにUEへコ
マンドを送信するノードB（すなわちスケジューリングまたは制御を行っているノードBの
識別子）を決定し、それをSHOに関与しているノートBに知らせる必要がある。
【００４８】
　好ましい実施形態では、どのノードBが制御およびスケジューリングを行うノードBとな
るか、またその他のノードBに対してそのような選択を通知することに関する決定は、サ
ービングRNCによって遂行されると仮定するが、本発明はそのように限定されるわけでは
ない。従って好ましくは、サービングRNCは、E-DCHについてのスケジューリングの決定を
行い、適宜にノードBを構成し、なされた決定をUEに通知する。
【００４９】
　図2のフローチャートを参照して、第一モードの動作を説明する。第一モードの動作で
は、機能強化された専用チャネルが確立され、ソフトハンドオーバーが開始されたと仮定
する。これはブロック202によって、図2で示す。
【００５０】
　ステップ204によって示すように、ソーススケジューリングノードBは既に選択され、動
作している。ソーススケジューリングノードBは、いかなる既知の方法で選択されていて
もよく、E-DCHに対するスケジューリングノードBの最初の選択は、このモードの操作の範
囲外である。
【００５１】
　ステップ206において、サービングRNCは、周期的に又は継続的に、スケジューリングノ
ードBの変更が適切かどうか決定するために、アクセスネットワークをモニタリングして
いると仮定する。本発明およびその実施形態は、スケジューリングノードBの切り替えを
行う決定について特定の手法に限定されず、サービングRNCによって行われる決定にも必
ずしも限定されない。また、ソーススケジューリングノードBや、スケジューリングノー
ドBとなる可能性のあるいかなるノードBは、同一のRNCに接続される必要がないことにも
留意すべきである。
【００５２】
　UEのサービングRNCは常に、所定のUEに対してすべての無線リンクを制御するRNCである
。従って、別のRNCを介してサービングRNCに接続される別のノードBが存在する場合でも
、サービングRNCは制御し続けている。当技術分野で既知のように、いかなる所定の接続
に対するサービングRNCの再配置は、本発明のその他の特徴と組み合わされて起こりうる
が、しかしそれ自体は本発明の範囲外である。本発明はスケジューリングノードBの選択
または変更に関連しているが、RNCがスケジューリングノードBを選択または変更する決定
を行うことには関連していない。
【００５３】
　図2を再び参照して、ステップ206で、手段にかかわらず、スケジューリングノードBが
切り替えられるべきであると決定された場合は、次に処理はステップ208へ進み、ここで
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はソーススケジューリングノードBからターゲットスケジューリングノードBへの切り替え
が準備される。ターゲットスケジューリングノードBをどれとするかは、好ましくはステ
ップ206で決定される。
【００５４】
　切り替えのための準備が完了すると、ステップ210では、ソーススケジューリングノー
ドBへ、スケジューリングの「停止」または抑制の指示が送信され、ステップ212では、タ
ーゲットスケジューリングノードBへ、スケジューリングの「開始」または開始準備の指
示が送信される。これによってE-DCHスケジューリングの制御が切り替えられる。
【００５５】
　スケジューリングノードBの変更において、ソーススケジューリングノードBからターゲ
ットスケジューリングノードBへ中継される情報が必要であってもよいが、なくてもよい
。そのような場合は、情報の中継は、ターゲットスケジューリングノードBに、スケジュ
ーリングに関する情報を、ソーススケジューリングノードBによって分かっている情報と
同期することを可能とする。。情報の中継の必要性は、実装要件によって決まることにな
る。ここでの実装では、ノードBはお互いに直接通信はできないが、それらが接続されるR
NCを介して通信できる。ノードBが無線リンクのサービングRNCに接続されない場合は、そ
れと接続されるRNCを介してどのような必要な信号伝達を行ってもよい。
【００５６】
　ノードBへのメッセージ信号伝達は、無線アクセスネットワークでサポートされるどの
ような信号伝達に従って実行されてもよい。例えばRNCは、ソーススケジューリングノー
ドBに、スケジューリングを停止する要求を含む、RNSAP/NBAPメッセージまたはダウンリ
ンクFP（Frame Protocol; フレームプロトコル）を送信することとしてもよい。RNCは、
ターゲットスケジューリングノードBに、スケジューリングを開始する要求を含む、RNSAP
（Radio network Subsystem Application Part; 無線ネットワークサブシステムアプリケ
ーション部分)/NBAP（Node B Application Part; ノードBアプリケーション部分）メッセ
ージまたはダウンリンクFPを送信することとしてもよい。情報は好ましくは、同期無線リ
ンク再構成準備（Synchronised Radio Link Reconfiguration Prepare）手順および非同
期無線リンク再構成（Unsynchronised Radio Link Reconfiguration）手順のようなRNSAP
/NBAPで使用されるメッセージで伝達される。あるいは、情報はIur/IubダウンリンクFPで
伝達されてもよい。
【００５７】
　図3のフローチャートを参照して、第二モードの動作を説明する。このモードの動作は
、実際のSHOの最中に、E-DCHがセットアップされる状況に関連する。上述の第一モードは
、SHOの最中に、二つのスケジューリングノードB間で、既存のE-DCHセットアップをとも
なう移動が必要であるシナリオに関連する。この方法では、SHOが起こっているので、サ
ービングRNCはE-DCHセットアップを認識する。
【００５８】
　図3を参照して、ブロック302によって表されるように、ソフトハンドオーバーは開始さ
れ、進行中である。E-DCHがセットアップされていないと仮定する。SHOの開始からある時
点で、ステップ304によって表されるように、予想されるアップリンクトラフィック上に
ある情報に従って、サービングRNCは、E-DCH（アップリンクチャネル上の）をセットアッ
プする決定を行う。本説明の目的のために、従って、E-DCHがセットアップされたという
ことは既定の事実となる。このようにして、ステップ304によって示したように、サービ
ングRNCは開始されるべきE-DCHのセットアップを決定する。
【００５９】
　そのような状況では、DCHチャネルはSHO内に既に存在していてもよい。DCHおよびE-DCH
は常に、同一のノードBに接続されており、従って、同じSHO状態のなかにある。
【００６０】
　E-DCHに開始に際して、SHO内で関与するノードBは、E-DCHのセットアップについて通知
される。これらのノードBのそれぞれはまた、スケジューリングノードBとなるべきかどう
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かを個々に通知される。従って、ノードBの一つは、スケジューリングノードBとなるべき
であると通知され、その他はなるべきでないと通知される。
【００６１】
　SRNCが通知を受け、又はSHOの最中にE-DCHのセットアップについて知った後、そのSRNC
はスケジューリングノードBを決定する。好ましくは、最良のアップリンク/ダウンリンク
セルを制御しているノードBを決定する。しかしながら、スケジューリングノードBが選択
される正確な基準はネットワークの実装仕様である。従って、サービングRNCは、標準化
されうるいくつかの実装基準に応じて、ノードBの一つがスケジューリングノードBとなる
べきであると決定できる。本発明は、いかなる特定の構成に限定されることはない。スケ
ジューリングノードBとしての特定のノードBの区分は、図3のステップ306によって表され
る。
【００６２】
　スケジューリングノードBを選択する際のノードBへの信号伝達では、必要な情報を伝達
するために、適切などのような信号伝達メカニズムも使用されてもよいことが予想される
。一つの例では、共通のNBAP/RNSAPメッセージが全てのノードBへ送信される。しかし、
好ましくは、スケジューリングノードBへのメッセージ内の情報要素は、その他のメッセ
ージ内のものと異なる。従って、同一のメッセージは、好ましくはすべてのノードBへ送
信されるものの、スケジューリングノードBへのメッセージの内容は、スケジューリング
を開始する情報を含む点で異なる。これは、いくつもの方法、例えば、非スケジューリン
グノードBへのメッセージ内はフィールドを空白に残すなど、で実行されてもよい。
【００６３】
　本発明およびその実施形態は、いかなる特定のメッセージングの実行に対して限定され
ない。スケジューリングを遂行すべきノードBはそうであると通知され、その他のノードB
がスケジューリングを遂行しないことを保証することはただ十分である。その他のノード
Bへいかなるメッセージを送信する必要はなくてもよい。しかしながら、その他のノードB
に、スケジューリングノードBとなったノードBについて通知することは好ましいことであ
ってもよい。その次に、スケジューリングノードBへ送信されたすべてのメッセージは、
非スケジューリングノードBへ対するものと異なる内容を有してもよい。
【００６４】
　ノードBへの信号伝達の後、図3のステップ308によって示すように、選択されたノードB
はスケジューリングを開始する。
【００６５】
　その後、図2のステップ202へ進む方法ステップ310で、図2の方法のステップは随意に実
行されてもよい。従って、説明された第二モードの処理の完了後、第一モードの処理が実
行されもよい。
【００６６】
　図4のフローチャートを参照して、第三モードの動作を説明する。第三モードの動作で
は、機能強化された専用チャネルが確立され、ソフトハンドオーバーが開始されたとする
。これはブロック402によって図4で示される。
【００６７】
　ステップ404によって示すように、ソーススケジューリングノードBは選択され、動作し
ている。ソーススケジューリングノードBは、いかなる既知の方法で選択されていてもよ
く、E-DCHに対するスケジューリングノードBの最初の選択は、このモードの動作の範囲外
である。
【００６８】
　ステップ406では、スケジューリングノードBは、周期的に又は継続的に、スケジューリ
ング情報の変更または更新が発生しているかどうか決定するために、モニタリングを行っ
ていると仮定する。本発明およびその実施形態は、スケジューリング情報が変更または更
新される特定の手法に限定されない。
【００６９】
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　この第三モードの操作では、情報に関連するいかなるスケジューリングが更新される場
合でも、ステップ408に示すように、スケジューリングノードBは、サービングRNCに更新
された情報について通知することが好ましい。このようにして、サービングRNCは常に更
新された情報を有する。スケジューリングノードBの変更が発生する場合、この情報はそ
の後、サービングRNCによって、ターゲットスケジューリングノードBへ送られてもよい。
【００７０】
　このモードの動作は、スケジューリングノードBの切り替えがある、前述の第一モード
の動作に直接リンクされてもよい。別の形態として、情報に関連するスケジューリングの
更新が提供されるSRNCに対して、その他の有益な目的があることができる。例えば、RNC
パケットスケジューラー、許可制御、出力制御、および負荷制御などの機能性もまた、こ
の情報を活用してもよい。
【００７１】
　上記の説明から、スケジューリングノードBとなるべきノードBを決定し、選択されたノ
ードBにそれがスケジューリングノードBであることを通知し、またSHOに関与しているそ
の他のノードBにそれらがスケジューリングノードBではないことを通知するという概念を
、第一および第二モードの動作は共有していることが分かる。第三モードの動作は、第一
および第二モードおよびその共通の特徴に対する改良を表している。第三モードの動作の
それぞれは、単独で取り入れられ、SHOの最中に、E-DCHに関して改善された動作を提供で
きることに留意すべきである。どの一つのモードの動作におけるいかなる側面も、他のモ
ードの動作に取り入れることができる。
【００７２】
　本発明の原理は好ましくは、ソフトハンドオーバー（Soft handover; SHO）の状況で適
用される。ソフトハンドオーバーは、ユーザ装置が常に無線アクセスネットワークとの無
線リンクの少なくとも一つを保持するような形態で、無線リンクが追加されたり外された
りすることを可能にする。ソフトハンドオーバーは非常に多様なな手段によって実行され
、これはいくつかの無線リンクが同時に作動する状態を指し示す。ソフトハンドオーバー
の作動中の無線リンクは一般に、ソフトハンドオーバーブランチとして知られる。二つ以
上のソフトハンドオーバーブランチは同一の無線ネットワークコントローラ内で終端して
もよい。
【００７３】
　概して、ノードBは、ユーザ装置または携帯端末のようなユーザ端末がネットワークに
アクセスするポイントとなる、ネットワークアクセスポイントと考えられてもよい。概し
て、無線ネットワークコントローラは、ネットワークアクセスを制御する要素となるネッ
トワークアクセスコントローラと考えられてもよい。
【００７４】
　好ましい実装形態では、スケジューリングノードBまたはコントローリングノードBは、
アップリンク内でのE-DCHでデータレートの選択を制御するノードBである。しかしながら
、概して、それは可変のE-DCHのいかなる特徴をも制御してもよい。これは、E-DCHを超え
て、ノードBまたはネットワークアクセスポイントによって制御可能ないかなる特徴に拡
張されてもよい。
【００７５】
　限定されない特定の例を参照して、本発明を説明した。当業者であれば、本発明の一般
的な適用性を理解するであろう。本発明によって提供される保護範囲は、添付の請求項で
定義される。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本発明の実施形態を実行可能な、無線アクセスネットワークの要素を示す。
【図２】第一モードの操作のフローチャートを示す。
【図３】第二モードの操作フローチャートを示す。
【図４】第三モードの操作のフローチャートを示す。
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